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（
農
林
水
産
委
員
会
）

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
八
〇
号

（
衆

）

議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
近
年
の
米
穀
の
生
産
及
び
流
通
を
め
ぐ
る
諸
情
勢
の
変
化
に
か
ん
が
み
、
米
の
生
産
・
流
通
関
係
者
の
主
体

性
を
重
視
し
つ
つ

需
要
に
応
じ
た
多
様
な
米
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
等
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り

、

、

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
現
在
の
基
本
計
画
に
代
え
て
、
米
穀
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
を
図
る
た
め
、
需
給
の
見
通
し
、
備

蓄
運
営
の
方
針
等
を
内
容
と
す
る
基
本
指
針
を
策
定
す
る
。

二
、
米
穀
の
生
産
関
係
者
の
主
体
性
を
重
視
し
つ
つ
安
定
的
な
生
産
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
政
府
は
、
生
産
調
整
の
円
滑
な

推
進
に
関
す
る
施
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
生
産
者
の
自
主
的
な
努
力
を
支
援
す
る
こ
と
を
旨
と
す
る
と
と
も
に
、
関

連
施
策
と
の
有
機
的
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
て
こ
れ
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
生
産
出
荷
団
体
等
が
作
成
す
る
生
産
調
整
方
針
を
国
が
認
定
す
る
制
度
を
設
け
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
必
要

な
助
言
及
び
指
導
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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三
、
米
の
流
通
関
係
者
の
主
体
性
を
重
視
し
つ
つ
適
正
か
つ
円
滑
な
流
通
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
現
行
の
計
画
流
通
制
度
を

廃
止
す
る
と
と
も
に
、
米
穀
の
安
定
供
給
の
確
保
を
支
援
す
る
た
め
、
生
産
者
の
過
剰
米
処
理
に
係
る
無
利
子
資
金
の
貸
付

け

安
定
供
給
の
確
保
に
資
す
る
売
買
取
引
に
係
る
債
務
保
証
等
の
業
務
を
行
う
米
穀
安
定
供
給
確
保
支
援
機
構
を
設
け
る

、

。

四
、
自
主
流
通
米
価
格
形
成
セ
ン
タ
ー
を
米
穀
価
格
形
成
セ
ン
タ
ー
に
改
称
し
、
売
買
取
引
の
対
象
を
米
穀
一
般
に
拡
大
す
る

と
と
も
に
、
複
数
の
セ
ン
タ
ー
の
設
置
を
認
め
る
。

五
、
米
穀
の
出
荷
・
販
売
業
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
等
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

六
、
こ
れ
ら
の
見
直
し
に
関
連
し
て
、
計
画
流
通
米
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
農
産
物
検
査
の
義
務
検
査
制
を
廃
止
す
る
。

七
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
後
、
二
年
を
超
え
四
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
は
、
国
は
地
域

別
の
生
産
目
標
数
量
の
配
分
を
行
う
。


